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１．開催日時  令和２年３月１０日（火）午前９時から午前１１時００分 

 

２．開催場所  東近江市役所 新館３１３会議室 

 

３．出席委員  ２１人   欠席委員 ０人 

議席番号 出欠 議席番号 出欠 

１ 出 １２ 出 

２ 出 １３ 出 

３ 出 １４ 出 

４ 出 １５ 出 

５ 出 １６ 出 

６ 出 １７ 出 

７ 出 １８ 出 

８ 出 １９ 出 

９ 出 ２０ 出 

１０ 出 ２１ 出 

  ２２ 出 

議長 （会長）  

 

４．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 
 

第２ 議事上程 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 東近江市農用地利用集積計画（案）について 

報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第３号 田畑転換等農地の形状変更届出の報告について 

報告第４号 認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う土地利用協議

の報告について 

報告第５号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

     報告第６号 農地の貸借権の合意解約の報告について 
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５．事務局職員 

 

農業委員会事務局 

局 長 参 事 

主 幹 主 事 

 

 

    農業水産課 

主 幹 主 事 

  

 

 

 

 

６．会議の内容 

 

議 長  ただ今から、令和元年度第１２回、３月期の月例総会を開会致します。 

現在の出席者数は２１名であり、この総会は成立致します。 

      日程第１は、議事録署名委員の指名であります。 

議席番号７番〇〇〇〇委員、９番〇〇〇〇委員を指名致します。 

 

議 長  日程第２は、議事の上程であります。 

 

議 長  最初に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を 

議題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、農地法第３条

第１項の規定に基づき、農地の権利を移転又は設定したい旨、次のとおり申請

があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  番号１について、垣見町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

１筆、垣見町字北浦○○○番〇、４５５平方メートル、地目「田」について交

換による所有権移転の申請がされました。 

     なお、もう一方の交換については、報告第２号農地法第５条第１項第７号の規

定による農地転用届出の番号３になります。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１０５．３３アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 
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農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号２について、芝原町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

４筆、芝原町字山門地〇〇〇番〇、４９５平方メートル外３筆、地目「畑」、合

計１，４８４平方メートルについて売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１９４．６９アールで下限面積を上回っ

ております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯二人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号３について、市子川原町を拠点とする農地所有適格法人である譲受人と蒲

生郡日野町に居住する譲渡人から、譲渡人所有の農地２筆、市子川原町字高上 

〇〇〇番、２４０平方メートル外１筆、地目「畑」、合計２７９平方メートルに

ついて売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１，５５３．２５アールで下限面積を上

回っております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機を所有しておられます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号４について、小脇町に居住される譲受人と糠塚町に居住される譲渡人、小

脇町に居住される譲渡人２名、近江八幡市に居住される譲渡人、宮川町に居住

される譲渡人から、譲渡人所有の農地１８筆、糠塚町〇〇〇番、１，０７９平

方メートル外１７筆、地目「田」、「畑」、合計１６，０７１平方メートルについ

て売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は２８２．７９アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、田植機、乾燥機、籾摺機、

トラックを所有しておられ、コンバインは営農組織と共同利用をされています。

経営農地は世帯二人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 
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担当農業委員は、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員です。 

 

番号５について、布施町に居住される譲受人と中小路町に居住される譲渡人２

名から、譲渡人所有の農地７筆、中小路町字川原口〇〇〇番〇〇、２９７平方

メートル外６筆、地目「畑」、「田」、合計３，５９５平方メートルについて売買

による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は２０５．３０アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯四人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

     それでは、３番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

  それでは、４番について何かご意見はございますか。 

 

２ 番  ４番についての補足ですが、小脇町では県営土地改良事業の実施中であり、工

事前の現在の申請地は、二年後には大区画のほ場として変わります。 

 

８ 番  小脇郷で県営土地改良事業がされており、申請人は夫婦で学校の先生をされて

おりますが、息子が農業をやるとのことです。 

 

議 長  ありがとうございます。それでは、５番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第１号の１番から５番につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 
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議 長  次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農

地を転用したい旨、次のとおり申請があったので、許可することについて意見

を求めます。 

 

事務局  それでは、番号１についてご説明いたします。 

本件の申請人は、下二俣町に居住する者で自らの農地を駐車場として利用する

為に転用の申請があったものです。 

     なお、本案件については、平成１０年頃に申請人の父親が農地法の許可を受け

ずに造成したとして、顛末書付きの申請となっています。 

     申請地は、東近江市下二俣町字後川〇〇〇番〇、登記地目「田」、現況地目「雑

種地」、面積２８１平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、住宅に隣接していることから利

便性が良く、今後も自家用車等の駐車場として使用するため今回の申請に至り

ました。 

土地の利用計画については、自家用車及び来客者用の駐車場として利用される

計画です。 

土地の造成計画につきましては、現状のまま使用されます。雨水については、

地下浸透で処理されます。 

申請地は、市立八日市南小学校から南東へ約８６０メートルに位置し、周囲を

宅地、道路、用悪水路に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地

であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事

業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農

地であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

     担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件の申請人は、川合町に居住する者で自らの農地を農業用倉庫として利用す

る為に転用の申請があったものです。 

     なお、当該申請地は、昭和５０年頃に申請人の前の所有者が転用許可を受けず

に農地を埋め立て、農業用倉庫として利用されており、顛末書付きの申請とな

っております。 

     申請地は、東近江市川合町字大屋〇〇〇番外３筆、登記地目「田」、現況地目

「宅地」、合計面積４３４平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、今後も農業用倉庫として利用す

るため、自宅に近く利便性も良いことから今回の申請に至ったものです。 
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     土地の利用計画につきましては、肥料、農機具の部品等を保管する農業用倉庫

と、軽トラ、コンバインの駐車スペースとして使用される計画です。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨

水については、地下浸透される計画となっております。 

申請地は、市立朝桜中学校から北西へ約６５０メートルに位置し、周囲を田、

道路、宅地に囲まれた都市計画区域市街化調整区域内の農振白地の土地であり

ます。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の

施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であ

ることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号３についてご説明いたします。 

本件の申請人は、宮川町に居住する者で自らの農地を牛舎として利用する為に

転用の申請があったものです。 

     なお、当該申請地は、平成元年頃に申請人が転用許可を受けずに農地を埋め立

て、豚を飼育するための畜舎を建築したとして、顛末書付きの申請となってお

ります。 

     申請地は、東近江市宮川町字岡〇〇〇番、登記地目「田」、現況地目「宅地」

面積６３８平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在申請人は畜産業を営んでお

り、事業拡大により牛の頭数を約１００頭増やすにあたり、畜舎が必要となり、

以前豚の飼育に使用していた既存畜舎を利用するため今回の申請に至ったもの

です。 

     土地の利用計画につきましては、牛の畜舎として使用される計画です。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨

水については、地下浸透される計画となっております。 

申請地は、市立蒲生北小学校から南へ約３５０メートルに位置し、周辺に民家

はなく、周囲を宅地、山林に囲まれた都市計画区域市街化調整区域内の農振白

地の土地であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土

地改良事業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性

の低い農地であることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、農業施設であることから、例外的に許可できるもの

です。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 
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番号４についてご説明いたします。 

本件の申請人は、下一色町に居住する者で自らの農地を倉庫、駐車場として利

用する為に転用の申請があったものです。 

     なお、本案件については、昭和５０年頃に申請人の父親が農地法の許可を受け

ずに農業用倉庫を建築し利用していたとして、顛末書付きの申請となっていま

す。 

     申請地は、東近江市下一色町字開運〇〇〇番〇外１筆、登記地目「畑」、現況

地目「宅地、畑」、合計面積４３２平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、生活用品や季節用品を収納する

場所や来客者の駐車場がないことから、自宅に隣接していることから利便性が

良く、今後も倉庫として使用するため今回の申請に至りました。 

土地の利用計画については、建築面積５４平方メートルの木造２階建て既存倉

庫に自家用車のタイヤやその他生活用品を収納され、他の場所は来客者用の駐

車場として利用される計画です。 

土地の造成計画につきましては、現状のまま使用されます。雨水については、

地下浸透で処理されます。 

申請地は、市立湖東第二小学校から北へ約９７０メートルに位置し、周囲を宅

地と道路に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号５についてご説明いたします。 

本件の申請人は、南花沢町に居住する者で自らの農地を農業用倉庫、倉庫とし

て利用する為に転用の申請があったものです。 

     なお、本案件については、申請地の一部に申請人の父親が農地法の許可を受け

ずに倉庫を建築し利用していたとして、顛末書付きの申請となっています。 

     申請地は、東近江市南花沢町字松本〇〇〇番、登記地目「田」、現況地目「田、

宅地」、面積５３８平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、既設倉庫に季節用品や農業用資

材を保管していますが、家族が増えるにつれ手狭になってきたため、今回新た

に農業用倉庫の建設を検討された結果、自宅から近くにあり利便性を考慮して

当該申請地を選定されました。 

土地の利用計画については、既設倉庫に季節用品を収納し、新設の農業用倉庫

には建築面積１６８平方メートル鉄骨２階建てで、耕運機やトラクターを収納

される計画です。 

土地の造成計画につきましては、耕土を２０センチメートル鋤取り、５０セン

チメートル盛土をした後、砕石仕上げとされます。雨水については、地下浸透
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で処理されます。 

申請地は、東近江市ひばり公園から東へ約７００メートルに位置し、周囲を道

路、宅地、畑に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土地であり

ます。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の

施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であ

ることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

２ 番  ３月５日に〇〇〇〇委員と私と事務局で現地調査を行いました結果を報告しま

す。協力いただいた委員の皆さんには悪天候の中ありがとうございました。今

回の４条の申請地は全てが顛末案件となっています。 

 

     １番についてですが、周囲を擁壁で嵩上げされており、コンクリートもあるの

で農地には戻せません。集落に隣接していることもあり、駐車場としての利用

は止むを得ないと判断します。 

 

     ２番についてですが、元々は鉄骨工場のあった土地で、主要道路の交差点付近

にあり、集落の真ん中でもあることから止むを得ないと判断します。 

 

     ３番についてですが、元々は豚舎でしたが牛舎として利用される予定であり、

隣接地には新たな牛舎があり、子牛が飼育されていました。頭数拡大を図るた

めのものであり、土地利用の現状から止むを得ないと判断します。 

 

     ４番についてですが、宅地畑として利用されていたが、今回申請の倉庫、駐車

場としての転用に問題はないと判断します。 

 

     ５番についてですが、一部顛末案件の既存倉庫の後ろに農業用倉庫を建築され

る予定です。進入路は既存倉庫の前を通路にされますが、問題はないと判断し

ます。 

 

以上、調査報告とします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 
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  それでは審議に入ります。 

 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

     それでは、３番について何かご意見はございますか。 

 

２２番  ３番の補足をいたします。申請人の父親が昭和４４、４５年頃に豚舎を建てら

れたが、今は市内に豚で経営される方はおられません。近隣の畜産農家や牧場

とも連携を図られ経営されるものであります。既に新たな畜舎で牛の頭数も増

やしておられます。 

 

議 長  補足ありがとうございます。 

それでは、４番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、５番について何かご意見はございますか。 

       （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第２号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農地法第５条

第１項の規定に基づき、農地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、次

ぎのとおり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  ここで、説明に入ります前に、議案書の訂正をさせていただきます。 

番号４の現況地目について畑としておりますが、現地調査により農地ではござ

いませんでしたので、雑種地に訂正をお願いします。 

 

事務局  それでは、番号１と番号２は、同一の申請人でありますので一括してご説明い

たします。 

本件の譲受人は、新宮町に居住する者で、譲渡人は草津市に居住する者で、売

買により駐車場と物置として利用するために転用の申請があったものです。 

     なお、番号２については、昭和４５年に譲渡人の父親が農地法の許可を受けず

に物置を建築したとして、顛末書付きの申請となっています。 

申請地は、東近江市新宮町字十四〇〇〇番外１筆、登記地目「畑」、現況地目
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「畑、宅地」、合計面積４３０平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在、申請人は所有する自家用

車を自宅敷地内と自宅の向かいの借地に駐車しております。しかし、借地の明

渡しを求められていること、また敷地内への進入路が狭く不便であることから、

自宅から近い今回の申請地を選定されました。 

     また、冬用のタイヤや家財道具の収納する場所がないため、自宅に隣接して利

便性が良いことから引き続き物置として利用されることから今回の申請に至り

ました。 

     土地の利用計画につきましては、自家用車両５台と来客者車両２台分の駐車場

と家財道具を収納するため、建築面積が５６．２９平方メートルの物置として

利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、駐車場部分の現状地盤に３０センチメートル

の盛土をされた後、転圧して仕上げる計画です。雨水については、敷地内に側

溝と会所桝を設置し、用悪水路へ放流されます。 

申請地は、市立能登川第二幼稚園から北東へ約１．３キロメートルに位置し、

周囲を宅地、道路、雑種地に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の

土地であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改

良事業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低

い農地であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号３についてご説明いたします。 

本件の譲受人は、蛇溝町に所在し運送業を営む法人で、譲渡人は今崎町に居住

する者で、売買により法人の事務所、駐車場として利用するために転用の申請

があったものです。 

申請地は、東近江市今崎町字薮地〇〇〇番〇外３筆、登記地目、現況地目とも

に「畑、田」、合計面積２，５６４平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、申請人の本社は蛇溝町地先に所

在し、グループ会社で共同利用しておりますが、業務の増加に伴い手狭となっ

てきたことから、事務所の分散を目的として新事務所の建設を計画されたとこ

ろ、現在の事務所からもほど近いことから今回の申請地を選定されました。な

お、現在の事務所は、引き続きグループ会社の事務所及び資材置場として使用

されます。 

また、申請地一帯は、市街化区域に隣接し、県道彦根八日市甲西線の沿道であ

ることから小規模作業所や店舗、事務所等の業務用地として沿道型（非住居系）

の地区計画が策定されております。 

なお、この地区計画については、事前に農業委員会に転用見込みの有無につい

て意見照会があり、平成３０年６月１１日開催の月例総会にて見込みありとの

決議をいただいております。 
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     土地の利用計画につきましては、隣接する自社所有の雑種地を含めて、事業面

積が５，０５５、８７平方メートルの土地に、建築面積が５５９.８０平方メー

トルの２階建て事務所１棟を建築され、大型車両８台と普通車両７０台の駐車

場、緑地帯として利用する計画であります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を３０センチメートル鋤取り、約１メー

トルの盛土をした後、舗装仕上げとする計画です。周囲には、擁壁やコンクリ

ートブロックを設置し土砂の流出を防止されます。雨水については、敷地内の

５か所に吸込み槽を設置し処理されます。 

     申請地は、近江鉄道長谷野駅から北に約７３０メートルに位置し、周囲を道路

と雑種地に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、隣接土地との一体利用であって、事業目的達成のた

めに当該農地が必要であると認められることから、例外的に許可できるもので

す。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、愛知川沿岸土地改良区の意見書を初め、他の添付書類につい

ても問題はありませんでした。 

なお、申請地は都市計画法第２９条の規定による開発許可申請中であり、農地

転用の許可はこの許可と同時に行うものとします。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号４についてご説明いたします。 

本件の借人、貸人はともに野村町に居住する者で、親子間による使用貸借によ

り住宅への進入路として利用するために転用の申請があったものです。 

 なお、本案件については、転用許可を受ける前にすでに造成してしまったとし

て、顛末書付きの申請となっています。 

     申請地は、東近江市野村町字石ナ原〇〇〇番〇、登記地目「宅地」、現況地目

「畑」、面積１５４．２２平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、申請人は両親と同居しており、

今般新居の建設を検討されましたが、建設予定地への進入路がないことから、

住宅敷地に隣接する当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、新築する住宅への進入路として利用される計

画であります。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件のため現状のまま使用されます。雨

水については、地下浸透で処理されます。 

申請地は、東近江市役所から南東へ約９５０メートルに位置し、周囲を宅地に

囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。団地規模が

おおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行されていない

区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であることから、第２

種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合
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は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号５についてご説明いたします。 

本件の譲受人、譲渡人はともに五個荘金堂町に居住する者で、売買により駐車

場及び進入路に転用するため申請があったものです。 

申請地は、東近江市五個荘金堂町字正源寺〇〇〇番〇、登記地目、現況地目と

もに「畑」、面積５６平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在の自宅敷地内に駐車スペー

スがなく、公営駐車場を借用しているため、自宅に隣接して利便性の良い当該

申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、自家用車１台分の駐車場及び自宅への通路と

して利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤に砕石を敷設して仕上げる計画です。

雨水については、地下浸透される計画となっております。 

申請地は、市立五個荘小学校から北西へ約４００メートルに位置し、周囲を畑、

田、宅地に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触するも

のはありませんでしたが、添付書類について、隣接農地の同意が必要な者３名

の内１名から同意が得られておりません。 

郵送にて押印の依頼を試みるも、回答が得られないため、五個荘金堂町自治会

に親族関係者の有無を確認されましたが、把握していないとのことでした。 

今回同意が得られていないのは、土地利用計画図で見ると、東側の畑地の所有

者からですが、この隣接農地の同意書は法定の添付書類ではなく、許可基準の

内の一般基準において周辺農地に係る営農条件に支障がないかなど、転用にお

ける被害防除の判断のため参考資料として添付を求めているものです。このこ

とから申請人である譲受人に被害防除措置について、関係書類の提出を求め確

認をいたしました。 

     まず、土砂の流出やその他の災害を発生させるおそれがあるかどうかですが、

その他の災害とはガス、粉塵、捨石等により周辺の農地の営農条件への支障が

あるかどうかということです。土砂の流出については、土砂の搬入、盛土を予

定していないことから、発生する可能性はないと判断しました。 

また、ガス・粉塵は、敷地内に建築物はないことから、発生の可能性はないと

判断いたしました。 

     農業用排水施設機能に支障を及ぼすかどうかについては、掘削等の予定はなく、
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取水口や排水口もなく、愛知川沿岸土地改良区の受益地外であり、支障はない

と判断しました。 

     周辺の農地に係る営農条件に支障があるかどうかについては、申請地は住宅等

が連担している農地で、現状で周囲には集団的な農地はないため、蚕食・分断

するおそれはなく、敷地内に建築物はないことから、日照や通風に支障を及ぼ

すおそれもないと判断できます。 

     以上のことから、一部の土地所有者から隣地承諾を得られておりませんが、一

般基準である周辺農地の営農条件の支障の有無については特に問題ないと判断

をいたしました。 

また、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号６と番号７は一体の事業用地でありますので一括してご説明いたします。 

今般、申請を２件に分けて提出されておりますが、権利を設定する契約の内容

が売買と使用貸借で異なるためでございます。 

本件の譲受人及び借人は鋳物師町に居住し、経営面積が１２．５ヘクタールの

認定農業者で、譲渡人及び貸人は鋳物師町に居住する者２名で、売買及び使用

貸借により農業用機械及び資材置場として利用するために転用の申請があった

ものです。 

申請地は、東近江市鋳物師町字町田〇〇〇〇番外１筆、登記地目、現況地目と

もに「田」、合計面積４，３１２平方メートルの内９０９．１５平方メートル

の土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきまして、譲受人は現在数か所の借地に農業

用機械及び資材を保管していますが、借地の返還を求められたため、公道に隣

接し自身の耕作地から近く利便性の良い当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、トラクター６台、２ｔトラック１台、苗箱６

パレット等の農業用機械及び資材置場として利用される計画であります。なお、

申請地奥の西側に残る田の部分につきましては、育苗用ハウス用地として利用

されます。 

土地の造成計画につきましては、現状地盤から耕土を２０センチメートル鋤取

った後、９０センチメートル盛土をし、転圧処理され、砕石にて仕上げをされ

ます。隣接する農地との境界部分は、のり面仕上げとされます。雨水について

は、地下浸透で処理される計画です。 

申請地は市立蒲生西小学校から南東へ約２．１キロメートルに位置し、周囲を

道路、田に囲まれた都市計画区域市街化調整区域内の農振農用地区域内農地の

土地です。 

農振農用地区域内農地での転用については、原則許可できませんが、市の農業

振興地域整備計画における農用地利用計画で指定された用途であることから、

例外的に許可し得るものと考えます。 

資金については自己資金にて調達され、一般基準においても、基準に抵触する

ものはなく、日野川流域土地改良区の意見書等、法定書類も添付されており、

農業振興地域整備計画の一部変更の写し等添付書類についても問題はありませ

んでした。 

以上、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い
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たしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

 番号８についてご説明いたします。 

本件の申請人の譲受人は、永源寺高野町に居住し建設業を営む者で、譲渡人は、

高木町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

なお、申請地は平成２２年ごろから畑としての利用ができなくなり、雑種地の

まま放置されており、今回顛末書付きでの申請となっています。 

申請地は、東近江市永源寺高野町字中出〇〇〇〇番〇で、登記地目は「畑」、

現況地目は「雑種地」で、面積は１，５８３平方メートルの土地です。 

転用目的は、資材置場です。 

申請理由として、譲受人は長年建設資材や建設車両の保管場所の確保に苦慮し

ておられ、事務所の近隣地に資材置場用地を探していました。申請地所有者の

方は現在町外に居住しているため、当該地は放置されたままの状態にあり、今

回売買の話がまとまり転用申請する運びとなりました。 

用地の選定理由につきましては、営業規模を条件にして複数検討した中で、申

請地のみが条件に合い、他に条件に合う土地がなかったためとしています。 

土地の利用計画につきましては、砕石・砂・山砂等の資材置場及びコンクリー

ト製品等建設用資材置場として１,０００平方メートル、６台分の建設車両置場

及び車両間の回転スペース２６０平方メートル、搬入通路３２３平方メートル

として利用される計画であります。 

造成計画については、耕土を３０センチメートル鋤取り、平均厚約３０センチ

メートルの盛土をして整地をした後、砕石仕上げの計画で、雨水については、

地下浸透で処理する計画としており、土砂・雨水の流出の心配はありません。 

申請地は、市立永源寺幼稚園から北西へ約４３０メートルに位置し、周囲を宅

地と畑、河川、道路に囲まれた都市計画区域外の農振白地の土地で、農業公共

投資の対象となっていない団地規模がおおむね１０ヘクタール未満の生産性の

低い農地であることから、第２種農地と判断されます。 

第２種農地は、事業の目的を達成するために申請地に代えて周辺の土地を供す

ることができるときは原則許可できませんが、先ほど土地の選定理由で述べた

とおり、目的達成のために他に代わるべき土地がないことから例外的に許可し

得るものであるため追認許可もやむを得ないと考えます。 

また、一般基準においても基準に抵触するものはなく、法定書類も添付されて

おります。 

以上のとおり、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、許可相当と判断

いたしました。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

     以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  １番から８番までの事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

３ 番  ３月５日に〇〇〇〇委員と私と事務局で現地調査を行いました結果を報告しま

す。 
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     １番、２番については、以前は小屋がありましたが譲受人が駐車場と物置とし

て利用されるもので、物置の場所が顛末案件です。譲受人が駐車場として借り

ておられる土地の返却を求められており、代替えにここを選定されました。集

落の中であり支障はないため許可相当と考えます。なお、位置図の表示が逆に

なっていますので訂正をお願いします。 

 

事務局  参考資料の番号が逆になっています。大変申し訳ございません。訂正いたしま

す。 

 

３ 番  ３番についてですが、周辺には譲受人の関連施設が多く、今回社屋を建築し駐

車場を併設するため転用されもので、一帯の土地利用について以前から計画さ

れており、止むを得ないと考えます。 

 

     ４番についてですが、両親が住む住宅に隣接する土地に息子さんが住宅を建築

されるとため、使用貸借にて住宅敷地までの進入路を確保するもので顛末案件

です。申請地の隣には、現在、別の方が住宅を新築中です。集落の真ん中であ

り支障はなく、許可相当と考えます。 

 

     ５番についてですが、譲受人の自宅には駐車スペースがなく、自宅から少し離

れた集落の駐車場を利用されています。この駐車場から自宅までの進入路、ま

た、来客用の駐車場として利用するため今回申請されるものです。一人だけ隣

接同意が無いとのことですが、所在不明であり、営農条件には支障ないことか

ら止むを得ないと判断します。 

 

     ６番、７番についてですが、農業用機械及び資材置場です。譲受人は集落内に

点在した機械置場や資材置場を持っておられますが、集落の中であり環境上の

ことから、今回、使用貸借による申請地に移転をされるものです。農業経営に

おいて必要なものであり、許可相当と考えます。 

 

     ８番についてですが、譲受人は建設業を営んでおり、申請地から少し離れたと

ころに事務所があります。譲渡人は地元外に住んでおられ、管理することもで

きないため、譲受人が資材置き場として利用するもので、顛末案件ですが、止

むを得ないと判断します。 

 

     以上、調査報告とします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 

それでは、審議に入ります。 

 

議 長  １番と２番について、何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、３番について、何かご意見はございますか。 

 

８ 番  申請地が接する県道は幅員が狭く、そこに大きな建設車輌の通行も多いので、

駐車場等の利用としてどうなのか判断が難しい案件があります。仕方のない面
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もありますが、その都度の部分的な開発で問題がないのか疑問に思います。申

請されているので問題はないのだろうと思いますが、全体的に見てその点がど

うかと思います。 

 

事務局  今回、開発許可申請もされておりますので、法的なルールに基づいた事業でな

ければなりません。それを踏まえて判断したいと考えています。 

 

８ 番  百台近くの大型車がありますので、そこが駐車場として適当な場所なのかどう

かをはっきりと判断できるものがあるのなら良いのですが。 

 

事務局  この場所については、県道沿いの市街化調整区域で都市計画法の地区計画が設

定されたその一部です。この地区計画については、平成３０年に農業委員会月

例総会にてご審議いただいた件でもあります。都市計画部局においても、今回

の申請地の開発許可申請がされておりますので、関係部局とも緊密に連携し、

農地法上においても適正に判断したいと考えております。 
 

議 長  他にご意見ありませんか。 

 

議 長  それでは、４番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、５番について何かご意見はございますか。 

       （異議なし） 

それでは、６番と 7番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、８番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第３号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第４号「東近江市農用地利用集積計画（案）について」を議題と致

します。 

また、本議案につきましては、申請者の関係者に、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委

員がおられますので、農業委員会法第３１条の規定に基づき、議事参与の制限

により、当該案件の審議開始から終了まで退席をお願いします。 

     それでは、事務局の説明を求めます。 

 

主 事  議案第４号東近江市農用地利用集積計画（案）を説明します。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第一項の規定により市が農用地利用集積計画

を定めるものです。 

農用地利用集積計画は３月３１日の公告を予定しておりまして、公告によって

所有権が移転され利用権が設定されることになります。 
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      今回の所有権移転は２件５筆７，８５９平方メートル、利用権設定は６２件１

６５筆、２４９，９４５平方メートル、このうち、円滑化事業により農協を間

にはさんだ貸借は、３件６筆１６，３５３平方メートルです。設定を受ける認

定農業者は２４名で１６０，５２８平方メートルが集積されており、認定農業

者への集積率は約６２パーセントです。 

 

     まず、議案の１ページから２ページが所有権移転で、３ページ以降が利用権設

定の議案になっております。次に補足説明をさせて頂きます。 

 

     １ページの番号１の所有権を移転する農地は小八木町の２筆であり、２筆を〇

〇〇万〇千〇百円を対価として売買により令和２年４月１０日に所有権が移転

され、移転をする者は下里町に居住する者で、移転を受ける者は小八木町に居

住する認定農業者となっております。 

 

２ページの番号２の所有権を移転する農地は南清水町の２筆、北清水町の１筆

であり、３筆で〇〇万〇千〇百円を対価として売買により令和２年４月１０日

に所有権が移転され、移転をする者は北清水町に居住する者で、移転を受ける

者も北清水町に居住する認定農業者となっております。 

 

     次に貸借の利用権関係ですが、３ページから３６ページまでが所有者と耕作者

による利用権設定で３７ページ以降が円滑化事業による貸借となっています。 

 

ここで、前回質問をいただいておりました令和元年度２回目の中間管理機構で

の貸し手と借り手のマッチングが不可になった農地についての説明をさせてい

ただきます。 

本日お配りさせていただいております、「令和元年度２回目マッチング不可農

地一覧」を見ていただきまして、マッチングが不可になった貸付申出者が今回

３名おられます。 

３名が今回機構に貸し付けられた農地のマッチングが不可であった理由として、

「借受希望者が見つからなかった」ということでマッチングが不可となってお

り、３名の農地を借りたいという耕作者がいなかったということでした。 

 

以上が補足説明です。 

 

本案については、農用地の効率利用、安定的に農業経営を行うと考えられます

ことから、農用地利用集積計画（案）の決定をお願いするものです、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

 

議 長  それでは、ここで審議に入ります前に、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員には、退

席をお願いします。 

        （〇〇委員、〇〇委員退席・退室） 

 

議 長  本案につきまして何かご意見はございますか。 
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１９番  農地中間管理機構でマッチングできない場合はどうなるのですか。 

 

主 事  機構に貸し付けた場合には、年度内は機構が預かったままで、以降は所有者に

返されるとことになります。 

 

１９番  そうなると、今後返された農地が耕作放棄地になることが懸念されますが、そ

のへんの対応はどうなのですか。機構の問題だとは思いますが、どうですか。 

 

議 長  機構が発足した時は、機構が対応するとのことでしたが、今のお話しのように

借り手が無いことで放置されると、心配されるのは遊休農地化することです。

今後の対応を担当者と事務局で機構にしっかりと対応するよう提案をお願いし

ます。 

 

１５番  事務局の説明ですと、最終の責任は誰がもつのですか。本来は機構が責任をも

つものだと思いますが、農業委員会が責任をもつのは可笑しいのではないでし

ょうか。対応できないのであれば初めから受けなければよいのでは。 

 

議 長  この件は、事務局で対応をお願いします。他に意見はありますか。 

 

８ 番  マッチングができなかった時はどうなるのかを知らずに貸し出されている方が

おられるのではないでしょうか。農業委員としても知っておく必要もあるので、

機構から説明を求めるようなことはできないのですか。 

 

事務局  機構とは、関係の委員さんにもお集まりいただき、年二回の会議があります。

他市町の一部では、そのような会議がないところもあります。本市の場合は、

面積も大きいことから会議を設けています。機構側も地区やブロック単位で地

域の事情を承知されている委員さんと会議をもちたい考えはあるようですので、

回数が増えるかも分かりませんが、次回のマッチング会議までには対応をする

よう提案していきますので、ご理解をお願いします。 

 

議 長  県農業会議には、県等に対してこの問題の対応について提案するよう要請した

いと考えます。 

 

２１番  前回、前々回のマッチング会議でも機構に申し上げましたが、機構自らが汗を

かくようそのことを伝えておいてください。お願いをします。 

 

議 長  分かりました。その他、意見ございませんか。 

 

議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

それでは、審議が終了しましたので、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員の入室、着

席をお願いします。 

        （〇〇委員、〇〇委員入室・着席） 
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議 長  次に、事務局長の専決事項として処理しております、報告第１号「農地法第４

条第１項第８号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第２号「農

地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第

３号「田畑転換等農地の形状変更届出の報告について」、報告第４号「認定電

気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う土地利用協議の報告について」、

報告第５号「農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、報

告第６号「農地の貸借権の合意解約の報告について」を事務局に一括して報告

を求めます。 

 

事務局  それでは、報告第１号から報告第６号まで、一括して報告させていただきます。 

まず、報告第１号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

議案書９ページをご覧ください。 

 

１番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市野村町に居住する者で、届出の所在地は東近江市東

沖野三丁目字沖野〇〇〇〇番〇外７筆で、登記地目「畑、原野」、現況地目は「田」

で、面積は、併せて２，２０５平方メートルです。 

位置については、県立八日市南高等学校から南東へ約８００メートル離れた「工

業」内に位置します。 

転用目的は、共同住宅及び分譲宅地です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

２番について、ご説明します。 

本件の届出者は、近江八幡市に居住する者で、届出の所在地は東近江市沖野一

丁目字沖野〇〇番で、登記地目「畑」、現況地目は「雑種地」で、面積は、９９

１平方メートルです。 

位置については、県立八日市南高等学校から南へ約３００メートル離れた「第

２種中高層住専」内に位置します。 

転用目的は、自己用住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、届出地２件は、道路と住宅、田に囲まれた一角で、付近には影響もなく

適正と認め受理したものです。 

 

受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長の専決

事項」第８号「農地法第４条第１項第８号又は第５条第１項第７号に基づく届

出の処理に係る委員会の権限」により交付しております。 
 

事務局  次に、報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

議案書１０ページをご覧ください。 

 

１番についてご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市五個荘石塚町で不動産業を営む法人で、譲渡人は、
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東近江市沖野一丁目に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市沖野一丁目字沖野〇〇番で、登記地目、現況地目共

に「田」、面積は１，９８３平方メートルとなります。 

位置については、県立八日市南高等学校から南へ約３００メートル離れた「第

２種中高層住専」内に位置します。 

転用目的は、分譲住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

２番についてご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市五智町に居住する者で、譲渡人は、東近江市五智町

に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市五智町字早馬〇〇〇番〇で、登記地目、現況地目共

に「畑」、面積は６５平方メートルとなります。 

位置については、市立御園小学校から西へ約２００メートル離れた「第１種中

高層住専」内に位置します。 

転用目的は、住宅建築です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

３番についてご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市垣見町に居住する者で、譲渡人は、東近江市垣見町

に居住する者で、交換により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市垣見町字殿屋敷〇〇〇番で、登記地目、現況地目共

に「畑」、面積は６６平方メートルとなります。 

位置については、ＪＲ能登川駅から北へ約３５０メートル離れた「第１種住居」

内に位置します。 

転用目的は、駐車場です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

４番についてご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市八日市上之町に居住する者で、譲渡人は、近江八幡

市に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市東沖野二丁目字沖野〇〇〇〇番〇で、登記地目「田」、

現況地目「宅地」で、面積は、２３３平方メートルとなります。 

位置については、県立八日市南高等学校から南へ約１００メートル離れた「第

１種中高層住専」内に位置します。 

転用目的は、住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、届出地４件は、周囲を道路と宅地、田に囲まれており、付近への影響も

なく適正と認め受理したものです。 

 

受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長の専決

事項」第８号「農地法第４条第１項第８号又は第５条第１項第７号に基づく届

出の処理に係る委員会の権限」により交付しております。 
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事務局  続いて、報告第３号、田畑転換等農地の形状変更届出の報告についてを報告さ

せていただきます。 

議案書１１ページをご覧ください。 

 

本件の届出者は、東近江市宮川町に居住する者で、届出の所在地は、東近江市

宮川町字添ノ前〇〇〇番で、登記地目、現況地目ともに「田」で、面積１，３

０９平方メートルの土地において、３方向が雑木林に囲まれていることから日

照不足のため稲作に不敵な環境で、土地の形状も変形であって農作業が不効率

です。 

このことから、稲作としての利用は困難であることから盛土をして自己消費用

の野菜や柿などの野菜畑として「田」から「畑」への形状変更を行うものです。 

届出地は、市立蒲生北小学校から北西へ約１，０００メートルに位置し、周囲

を田と雑木林に囲まれた都市計画区域内の農振農用地区域内農地です。 

農業経営計画書や地元土地改良区の意見書、隣接者同意書等も添付されており、

周辺への影響もないと判断することから同意したものです。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、１件の同意書の交付につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条

「専決事項」第９号「その他軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務

局長の専決により交付しております。 

 

事務局  続いて、報告第４号、認定電気通信事業者の行う中継施設等の設置に伴う土地

利用協議の報告についてを報告させていただきます。 

議案書１２ページをご覧ください。 

 

     １番について、ご説明します。 

本件の申請人は、東京都世田谷区に本社を置く電気通信事業を営む法人で、携

帯電話無線基地局を新設するため、無線基地局の転用に係る土地利用協議の申

請があったものです。 

申請地は、東近江市鋳物師町字町田〇〇〇〇番〇、標高１３８．２メートルで、

登記地目、現況地目共に「畑」で、面積１７２㎡の内、１．９６平方メートル

を賃貸借により借り受けるものです。 

申請理由につきましては、携帯電話の不感地帯対策を図るため、今回携帯電話

基地局を新設するとしています。 

土地の利用計画につきましては、コンクリート柱でＧＬ高さ１５ｍにアンテナ

等無線機一式を設置することとなっています。 

申請地は、市立蒲生西小学校から南東へ約２．５キロメートルに位置し、田と

道路に囲まれた都市計画区域外の農振区域外の土地であります。 

土地所有者や地元自治会、農業組合の同意も添付されており、農業上の土地利

用への影響もないと判断し、異議のない旨の通知をしております。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

     ２番について、ご説明します。 

本件の申請人は、東京都世田谷区に本社を置く電気通信事業を営む法人で、携

帯電話無線基地局を新設するため、無線基地局の転用に係る土地利用協議の申

請があったものです。 
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申請地は、東近江市池之尻町字柳下〇〇〇番、標高１６４．４メートルで、登

記地目、現況地目共に「畑」で、面積１７３㎡の内、２．５６平方メートルを

賃貸借により借り受けるものです。 

申請理由につきましては、携帯電話の不感地帯対策を図るため、今回携帯電話

基地局を新設するとしています。 

土地の利用計画につきましては、コンクリート柱 ＧＬ高さ１５ｍにアンテナ

等無線機一式、電力計器盤を設置することとなっています。 

申請地は、市立愛東北小学校から西へ約２キロメートルに位置し、ため池と道

路に囲まれた都市計画区域外の農振区域外の土地であります。 

土地所有者や地元自治会、農業組合の同意も添付されており、農業上の土地利

用への影響もないと判断し、異議のない旨の通知をしております。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です 

 

通知書の交付につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「専決事項」

第９号「その他軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務局長の専決に

より交付しております。 

 

事務局  次に、報告第５号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について

を報告させていただきます。 

議案書１３ページから１５ページをご覧ください。 
 

今回の番号 1 番から番号１５番につきましては、全て相続により所有権を取得

されたものです。 

届出人について、「あっせん希望の有無」は、すべて「無」となっております。 

なお、届出をされた者への受理通知につきましては、届出された農地について

「農地台帳」等関係書類により確認後、第１４条「専決事項」第９号「その他

軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務局長の専決により交付してお

ります。 

 

事務局  続いて、報告第６号、農地の貸借権の合意解約の報告についてを報告させてい

ただきます。 

議案書１６ページから２１ページをご覧ください。 

 
賃貸借権の合意解約について説明をします。 

賃貸借権の合意解約につきましては、1番から３１番までです。 

届出のうち、届出１番、６番、７番、８番、１８番、２１番、２３番が「農用

地利用配分計画」による解約で、それ以外は「農業経営基盤強化促進法」によ

るものの解約です。 

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては届出１番、２番、６番、

７番、８番、１８番、１９番、２１番、２２番、２３番、２４番でした。 

解約理由につきましては、届出１番、２番が自作に伴う解約で、届出９番、２

３番、２４番が転用に伴う解約で、届出１８番、１９番、２１番、２２番が売

買に伴う解約で、これ以外は全て貸し替えに伴う解約となっています。 

 

次に、議案書２１ページから２２ページをご覧ください。 

 



23 

使用貸借の合意解約につきましては、１番から４番までです。 

届出２番、届出３番につきましては「農地中間管理事業の推進に関する法律に

基づく農用地利用配分計画による貸借権」の解約で、それ以外が「農業経営基

盤強化促進法による貸借権」の解約です。 

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、届出２番、届出３番

が「農地中間管理機構と担い手によります農用地利用配分計画」の解約です。 

解約理由につきましては、届出１番から届出３番が貸し変えに伴う解約で、届

出４番が転用に伴う解約となっています。 

 

事務局  以上、報告第１号から報告第６号の報告とさせていただきます。 

 

議 長  事務局の報告が終わりました。 

ただいまの報告事項について、何かご意見はございますか。 

 

１９番  報告第６号の農地の貸借権の合意解約の報告ですが、解約の理由が分かるよう

な表示記載をお願いします。 

 

事務局  議案様式を検討し、次回の月例総会から解約理由を記載するようにします。 

 

議 長  他にございませんか。 

 

議 長  特にないようですので、これで「報告事項」を終わります。 

 

議 長  以上で本日の議事及び協議、報告案件はすべて終了致しました。 

これをもって令和元年度、第１２回、３月期の月例総会を終了致します。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

議 長   〇〇 〇〇 

     

     

７ 番   〇〇 〇〇 

 

 

９ 番   〇〇 〇〇 


